
※人件費とは、特別職の給料や報酬、職員の給料・手当・共済費等です。
※特別職とは、町長･副町長・町議会議員・農業委員会委員・教育委員会委員・
監査委員・選挙管理委員会委員・消防団員及び各種審議会委員などをいい
ます。

17.92％85,348
千円

5,724,261
千円15,772人

人件費率
（Ｂ/Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本台帳人口
(H26.3.31 現在 )

（１）人件費の状況（H25 年度普通会計決算額）
２．職員の給与の状況

欠員補充

欠員補充
欠員補充

増 減 理 由増減数

―
３
―
２
１
―
―
―
―
―
―
―
―
６

２
３１

９
３７
１０

１
９
５

１０
１５

４
３
２

１３８

２
２８

９
３５

９
１
９
５

１０
１５

４
３
２

１３２

職 員 数

議会事務局
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木
教 育
下 水 道
国民健康保険
介 護 保 険
合 計

部 門

（２）部門別職員数の状況と増減（分類は定員管理調査による）

１０３
６
５

２４
０

１３８

４
１
１
２
０
８

１０１
５
４

２２
０

１３２

H26.4.1 現在採用
者数

退職
者数H25.4.1 現在

一般事務職
技 術 職
保 健 師
保 育 士
技能労務職
合 計

職 種

単位：人（１）職員の採用・退職の状況（H25.4.2 ～ H26.4.1）
１．職員の任免及び職員数に関する状況

　人事行政の公平性・透明性の確保を目的に制定した「坂城町人事行政の運営等の状況に関する条例」に
基づき、職員数や給与、勤務条件などの状況を公表します。

0 人

0 ％

0 人

0 ％

―

―比　　率（Ｂ/Ａ）

普通昇給期間（12 月）
を短縮して昇給した
職員数　  　　　（Ｂ）

技能労務職
0人

一般行政職
92人

代表的な職種

職員数  132人（Ａ）
合 計

区 分
（７）昇給期間短縮の状況（平成 25 年度）

２
０
０
０
０
２

２６年度

1,026,924
千円

※職員手当とは、扶養手当・管理職手当・時間外勤務手当・宿日直手当・通
勤手当などで、退職手当は含まれていません。

129人

１人当たり
の給与費
（Ｂ/Ａ）計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給 料

給与費（千円）職員数
（Ａ）

(２)職員給与費の状況（H26 年度普通会計当初予算）

461,761 87,560 167,113 716,434 5,554千円

408,472円

399,944円

377,549円

―

―

―

―

―

―

―

―

―

※一般行政職とは、税務職員・保健師・企業職員（下水道）・技能労務職など
を除いた職員をいいます。

43年
5月335,000円

342,899円

322,638円町

県

国

技 能 労 務 職一 般 行 政 職
（H26 年４月１日現在）

（３）職員の平均給料・平均給与月額及び平均年齢

区
分 平均給料

月　　額
平均給与
月　　額

平均
年齢

平均給料
月　　額

平均給与
月　　額

平均
年齢

45年
5月

44年
5月

※「坂城町一般職の職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による
職員数です。
※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

7

7.3

計課 長
主 幹
技 幹

係 長
主 査
主 任

標準的な
職務内容

区 分

（６）一般行政職の級別職員数の状況（H26 年４月１日現在）

主事補
技師補

主 事
技 師 副参事 参 事

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

職員数 (人)

構成比 (％)

96

100.0

0

0

4

4.2

45

46.9

25

26.0

15

15.6

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採
用後の年数をいいます。

7 年以上
10 年未満

10 年以上
15 年未満

15 年以上
20 年未満

（H26 年４月１日現在）
（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況

区 分

一般行政職
265,100円

―

229,600円

―

大学卒

高校卒

313,200円

―

経 験 年 数

単位：人

２５年度坂城町県国区 分

（４）職員の初任給の状況（H26 年４月１日現在）

一般行政職
178,800円

144,500円

大学卒

高校卒

※初任給は、試験採用に係るものです。

172,200円

140,100円

172,200円

140,100円
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人事行政の運営等の状況

区分

９．不利益処分に関する不服申し立ての状況（平成 25年度）

８．勤務条件に関する措置の要求の状況（平成 25年度）

3ヶ月以内

（３）育児休業の状況（平成 25年度）

平均取得日数制 度 の 概 要
（２）有給休暇の状況（平成 25年度）

午前 8時 30 分

休憩時間終了時刻
（１）職員の勤務時間（平成 25年度）
３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　特別職の給料や課長等の管理職手当について、特例措置によ
り減額を行っています。
○特別職の減額内容　給料月額の引き下げ【上記（９）のとおり】

（10）人件費の抑制

810,000円

670,000円

減額後の月額月 額区 分

（９）特別職の報酬等の状況（H26 年４月１日現在）

扶養手当

国の制度
との同異

国の制度と
異なる内容

区　分
（25年度）

職員全体に占める
手当支給職員の割合

特殊勤務
手　　当
（25年度）

全 職 種区 分

勧奨の場合（勤続 15 年
以上 59 歳未満）８号俸無退職時特別昇給

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

支給率

国に同じ

期末手当

1.225月分

1.375月分

2.600月分

6月期

12月期

計

退職
手当

期末
及び
勤勉
手当

坂 城 町国

（８）職員手当の状況（平成 25年度）

勤勉手当

0.675月分

0.675月分

1.350月分

期末手当

1.200月分

1.450月分

2.650月分

勤勉手当

0.650月分

0.650月分

1.300月分

有職制上の段階、職務の
級等による加算措置

自己都合 勧奨・定年

21.62月分

30.82月分

43.70月分

52.44月分

27.025月分

36.57月分

52.44月分

52.44月分

支給対象職員 1人
当たりの平均支給年額

手当の種類（手当数）

代表的な手当の名称

6.8％

廃棄物、汚物等処理手当

12,556円

用地交渉手当

徴収手当

６種

時間外勤務手当
（25年度）

支 給 総 額

職員１人当たり支給年額

46,300千円

351千円
※選挙投票・開票事務の手当も含まれています。

国の制度

扶養親族のある職員に
支給されます

住居手当

通勤手当

借家又は借間に居住
し、一定額以上を超え
る家賃を支払っている
職員、及び自己が所有
する家に居住する職員
に支給されます

通勤のために交通機関
等を利用して、その運
賃等を負担することを
常例とする職員に支給
されます

同じ

一部異

同じ ―

―

町外に自ら居
住する住宅を
借 り、月 額
12,000 円を超
える家賃を支
払っている職
員は、相当す
る額の 1/3

給 料
町 長

副町長

648,000円

―

開始時刻

午後 5時 15 分 午後 0時～午後 1時

１年につき 20日付与
※付与された翌年に限り繰越可能（最大 40日） 4.9日

取得者数
取 得 期 間

4人
3 ～ 6ヶ月 1～ 3年6～12ヶ月

2人

※分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行わ
れる処分で、公務能率の維持を目的として行われます。
※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処
分で、公務における規律と秩序を維持することを目的として行われます。

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成 25年度）
分 限 処 分 者

免職
―

計
―

戒告
―

減給
―

停職
―

免職
―

計
のべ2人

降任
2人

休職
1人

懲 戒 処 分 者

（１）営利企業従事制限にかかる許可の状況（平成 25年度）
５．職員の服務の状況

申請件数 許可件数 内 容
42件 42件 消防団員・統計調査員など

2
17
1
20

講座数 受講者数
（人）研 修 区 分

６．職員の研修の状況（平成 25年度）

内 容

職員接遇研修
専 門 研 修
全職員対象研修

計

124
70
63
257

職員接遇研修
一般行政職員研修など
ゴミ減量化・資源化推進研修

認 定 件 数区 分
（３）公務災害補償の認定状況（平成 25年度）

　地方公務員法に基づく職員の保健、元気回復その他厚生に関
する事項を実施するため、坂城町職員互助会を設置し各種事業
を行っています。

（２）職員互助会の設置

（１）職員の定期健康診断の状況（平成 25年度）
７．職員の福祉及び利益の保護の状況

健 康 診 断 の 種 類 受診者数
定期健康診断（健康スクリーニング）

人間ドック
37人
91人

公務災害
通勤災害

2件
―

要求件数　なし

申し立て件数　なし

1人

自己都合 勧奨・定年

23.03月分

32.83月分

46.55月分

55.86月分

28.7875月分

38.955月分

55.86月分

55.86月分

1人
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